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１７ 平成２１年９月１５日申請（平成２１年（争）第１号）（接続の諾否） 

 

（１）経過 

平成２１年  

 ９月１５日 関西ブロードバンド株式会社（以下「関西ＢＢ」という。）

から、あっせんの申請。（⇒（２）） 

１６日 委員会から、西日本電信電話株式会社（以下「ＮＴＴ西日

本」という。）に対し、あっせんの申請があった旨の通知。

１８日 あっせん委員（龍岡委員長、坂庭委員長代理、尾畑委員、

富沢委員及び渕上委員）の指名。  

１０月１３日 ＮＴＴ西日本から、答弁書の提出。（⇒（３）） 

２１日 両当事者から意見の聴取。 

１１月１３日 両当事者から意見の聴取。 

３０日 あっせん委員（白井特別委員）の追加指名。 

１２月１６、 

１７日 

ＮＴＴ西日本局舎立入り調査。 

平成２２年  

１月２０日 両当事者から意見の聴取。 

あっせん委員から、あっせん案の提示。（⇒（４）） 

関西ＢＢが、あっせん案を受諾。  

２１日 ＮＴＴ西日本が、あっせん案を受諾。  

あっせん終了。  

 

（２）申請における主な主張 

 

ア ＮＴＴ西日本が確保している中継光ファイバの開放について 

(ｱ) 関西ＢＢは、地方公共団体から受注した条件不利地域における情報通

信基盤整備のため、ＮＴＴ西日本の中継光ファイバの６区間において中

継光ファイバの利用を希望しているが、いずれの区間も開示情報がラン

ク｢Ｄ（空き芯線がない）｣となっている。他方、当該地方公共団体の案

件に、ＮＴＴ西日本も応札しており、当該区間においてＮＴＴ西日本が

確保している中継光ファイバの開放についてあっせんを求める。 

(ｲ) あわせて、公正な競争条件の確保の観点から他の案件においても事前
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確保されている中継光ファイバの開放についてあっせんを求める。 

 

イ 中継光ファイバの空き状況の情報開示及び当該基準の運用について 

(ｱ) ＮＴＴ西日本が受注した地方公共団体の案件において、各地方公共団

体への企画提案説明の前後で、中継光ファイバの空き状況がランク変更

されており、当該ランク変更に関する事実関係の開示について、あっせ

んを求める。 

(ｲ) また、中継光ファイバの空き状況の分類基準の具体的かつ詳細な開示

（予備用芯線に係る確保の基準の開示などを含む）及び当該基準の客観

的に透明性のある運用の実施（ダークファイバの公開情報の更新手続き

の透明性の確保などを含む）について、あっせんを求める。 

 

（３）答弁書における主な主張 

 

ア ＮＴＴ西日本が確保している中継光ファイバの開放について 

(ｱ) 関西ＢＢが利用を希望している６区間について、既設の多重伝送路上

に中継回線を確保する予定であった。  

(ｲ) 中継光ファイバの確保については、他事業者と同一の手続きにより、

実施しており、当社が一旦確保した芯線についても需要計画を適宜見直

すこと等の結果、不要になった場合には、速やかに開放している。 

 

イ 中継光ファイバの運用について  

(ｱ) ランク変更を行った区間においては、新たに利用が見込まれなくなっ

た芯線を開放し、適正に情報開示の変更を実施したもの。 

(ｲ) 光ケーブルの保守に必要となる芯線を確保した上で、提供可能な空き

芯線を貸し出すこととしており、その空き状況を開示している。 

 

（４）両当事者が合意したあっせん案の概要 

 

ア ＮＴＴ西日本及び関西ＢＢは、あっせん申請書で記載した区間等、関西

ＢＢが中継光ファイバの利用を要望する区間のうち、利用可能な中継光フ

ァイバがない区間について、ＮＴＴ西日本の中継光ファイバの両端に設置

された多重伝送装置との接続を行う方式等により、ＮＴＴ西日本が関西Ｂ

Ｂに中継光ファイバの代替手段を提供することに関する具体的な協議を
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早急に開始する。 

 また、ＮＴＴ西日本は、今後、関西ＢＢからの具体的な要望に応じて、

当該接続について検討を進めるとともに、当該接続を代替コンサルティン

グのメニュー項目に含めることについて検討を行う。 

 

イ ＮＴＴ西日本は、同社利用部門が確保する中継光ファイバに関しては現

時点における利用又は利用予定の有無、また、光ケーブルの保守に必要と

なる芯線に関しては現時点における必要性の有無を改めて確認し、その結

果不要とされたものについては速やかに返納を行う（特に他事業者への中

継光ファイバ開放時から中継光ファイバの空き情報が「Ｄ」ランクの区間

については、重点的に確認。また、多重伝送装置が導入されている区間に

ついては、設備更改に合わせて、当該装置の利用を検討する等、中継光フ

ァイバの効率的利用について引き続き努力。）。 

また、他事業者が確保する中継光ファイバについても、ＮＴＴ西日本同

様の取組みを実施するよう申入れを行う。 

以上の結果の概要について、電気通信事業紛争処理委員会に報告する。 

 

ウ ＮＴＴ西日本は、同社接続約款に規定される同社の中継光ファイバとの 

 接続に関する手続き等に関し、接続をより円滑に行う観点から、中継光フ

ァイバについて、過去の空き情報の閲覧の容易化、空き情報の変更理由の

付加、空き情報の更新のタイミングの明示、光ケーブルの保守に必要とな

る芯線の確保及びその目的の明示を行うことにより、空き情報閲覧画面の

情報閲覧機能の更なる充実を図る。 

 

エ ＮＴＴ西日本は、中継光ファイバの一層の適正な管理に資するため、同 

社の中継光ファイバに関する区間毎の利用状況を管理する体制を整備し、

その整備概要について電気通信事業紛争処理委員会に報告する。 

  


